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資料7-2

区分 京都府水防計画

頁 現 行 修 正 案 修 正 理 由

33 ３ 京都府知事と気象庁とが共同して行う洪水予報 危険水位等の設定要領の改定

に伴う水位名称の変更
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頁 現 行 修 正 案 修 正 理 由

34 ７ 知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知 ７ 知事が行う水防警報及び水位情報の通知・周知

(2) 避難判断水位（特別警戒水位）に係る水位の情報の通知・周知等 (2) 氾濫危険水位（特別警戒水位）に係る水位の情報の通知・周知等 危険水位等の設定要領の改定

水防法第１３条第２項の規定により、河川において洪水により相当 水防法第13条第２項の規定により、河川において洪水により相当な に伴う水位名称の変更

な損害を生ずるおそれのあるものとして指定した河川について、避 損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、氾濫

難判断水位（特別警戒水位）に達したとき関係水防管理者等に通知 危険水位（特別警戒水位）に達したとき関係水防管理者等に通知す

するとともに、インターネット（京都府ホームページ）等により一 るとともに、インターネット（京都府ホームページ）等により一般

般に周知する。 に周知する。

また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難のた また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難のた

めの立退きの勧告又は指示の判断に資するため、関係市町村の長に めの立退きの勧告又は指示の判断に資するため、関係市町村の長に

その通知に係る事項を通知するものとする。 その通知に係る事項を通知するものとする。

なお、避難判断水位（特別警戒水位）及び浸水想定区域について なお、氾濫危険水位（特別警戒水位）及び浸水想定区域について

は、水位情報の通知・周知を実施する河川において順次設定又は指 は、水位情報の通知・周知を実施する河川において順次設定又は指

定を行う。その浸水想定区域図は砂防課及び関係土木事務所等で閲 定を行う。その浸水想定区域図は砂防課及び関係土木事務所等で閲

覧に供する。 覧に供する。
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修 正 理 由頁 現 行

第５章 予報及び警報等
36
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頁 修 正 案

第５章 予報及び警報等

危険水位等の設定要領の改定

に伴う水位名称の変更

水位周知河川の追加

（小泉川）
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頁 現 行

37
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頁 修 正 案

水位周知河川の追加(普賢寺

川、大谷川）
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修 正 理 由頁 現 行

第５章 予報及び警報等
38

水位周知河川の追加



10

頁 修 正 案

第５章 予報及び警報等
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頁 現 行

39
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頁 修 正 案

水防警報河川の追加

（小西川）


